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2024 年 1 月号 Ｎｏ.229 

あいえる協会 
公式サイトはこちら 

あけましておめでとうございます。 

今年の干支『辰』をテーマに、グループホーム・あいえるの入居者 

『レッド君』に、表紙を描いて頂きました。レッド君が書いた４コマ漫画を 

公式サイトでまとめているので、是非ご覧下さい。 

〇『心』ってどこにあるの?!～映画「月」を見て～(障害者のついーと) 

――当事者スタッフのコラムです 

〇岸田美智子 History(支援？介助？) 

――法人で実施している自分史作成について紹介します 

〇障害者の地域生活が危ない！(制度のア・レ・コ・レ) 

――来年度の報酬改定について紹介します  
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『心』ってどこにあるの⁈ 

～相模原障害者殺傷事件の映画「月」を見て～ 
 

７年前に障害者の入所施設で起こった戦後最悪の事件では、１９

人の重度障害者が殺されました。犯人は、事件が起こった津久井や

まゆり園の元職員でした。ピア・エンジンでは、この事件を風化さ

せないように、毎月、命日にあたる２６日前後にアピール活動を行

っています。この相模原事件をモチーフにした小説『月』が映画化

されたと聞き、早速観に行きました。 

森の中にある入所施設に勤め始めた主人公の洋子は、過去に３歳

の障害児を亡くしています。この洋子が再び高齢出産の問題に脅え

ながら、入所施設で色々な重度障害者に出会います。そして虐待の

現場を目撃し、この問題の根深さや優生思想、出生前診断などの問

題がすべて繋がっているのだと気づいていきます。そんな洋子が、

戦後最悪の障害者殺傷事件に出会う――というあらすじです。 

この映画には、主役の洋子役に宮沢りえ、事件を起こした犯人役

に磯村勇人、洋子の夫役にオダギリジョーなどの有名な俳優が出演

していますが、テレビなどのマスコミではほとんど取り上げられて

いません。これだけ大きなテーマであり人間の本質に迫る優生思想

の問題を観客に提起した映画は初めてだと思うので、なぜマスコミ

がもっと取り上げないのか？と不思議に感じました。 

犯人がこの事件を起こした理由は、言葉でのコミュニケーション

が出来ない障害者は、生きていても仕方がない、不幸を作り出すだ

けだという優生思想そのものでした。つまり、言葉でのコミュニケ

ーションも出来ない重度障害者は、心がない心失者（犯人が作った

言葉）であり、人間ではないと決めつけています。でも、そんなに

簡単に、心や生きている意味を決めつけてしまっていいのでしょう

か？！心は自分の中にだけあるものではなく、相手との間にあるも

のではないでしょうか？また、心＝言葉でのコミュニケーションだ

けではなく、涙や怒り、匂い、肌の色、呻き声、笑い、瞬き等々い

ろいろな変化でも、表されると思うのです。一つの言葉にも背景が

あり、その人の過去や体験、人間関係などの歴史があったうえで生

まれてくるものだと思います。一生変わらない決心もあり、1分で

変わってしまう決心もあります。それは、とても不思議なものであ

り、危ういものだと思います。 

人間が起こしている戦争や環境破壊などで、殺伐とした現代社会

を生きる今の私たちが、この映画「月」を観て、心や生き方につい

て、ぜひ考えてみて欲しいと思います！！ 

 

 

(文責：岸田) 

 

 
岸田美智子 History 

～なぜ、私は地域での自立生活に取り組んでいったのか!? パート③～ 
 

１１月号では、ピア・エンジンの当事者スタッフで

ある岸田美智子さんの自分史を高校入学まで紹介しま

した。今回も第三弾として、新人職員が入社した時

に伝えたい大切なポイントを含めながら紹介していき

たいと思います。 
 

★24時間介護を受けながら、1995年 5月からグループホームほんわか第

一号で暮らし、1999 年 6月から一人暮らしを始めて 24年目 

★今はピア・エンジンで当事者スタッフとして勤務 

★7か月で生まれ、1歳すぎに兄のはしかがうつり後遺症で脳性麻痺に。 

 

★高等部卒業後★ 

 高校を卒業した頃は、知らない人に自分の家を説明するという経験がな

く、ボランティアの方に自分の家の場所を説明できなかった。運賃表がある

ことや料金を払わないといけないことも知っていたが、自分で運賃表を見

て切符を買い電車に乗る経験が、支援学校ではなかったから。 

⇒このような「当たり前の経験」をすることが大切！！ 

 また、私のような重度障害者はど

んな生き方をし、どこにいるのか？

探し求める。なかなか見つからず焦

るも、その後は仲間との出会いに恵

まれ、働く場や「誰でも乗れる地下

鉄を作る会」などに関わり生き方も

広がっていった。 

★子宮摘出問題★           ＜誰でも乗れる地下鉄運動＞ 

重度障害者が一番多くいるのは山奥   難波高島屋前の署名活動 

に隔離された入所施設で、友達もどんどん施設に入所していった。そんな

仲間から、数々の人権問題の話を聞く。ある施設では、女性障害者の生理

介助がしんどいため、入所するには子宮摘出手術を受けるように言われる

ことを知る。 

 障害者の存在を不良な子孫だという考え方で、命の存在を優劣に分ける

優生保護法を知り、人権の問題は黙っていれば自分の体を傷つけたり殺さ

れたりしていくのだと実感した。 

 

◇次回パート④に続きます！！            （文責：大倉） 
 

 

障害者の地域生活が危ない！ 
～２０２４年度報酬改定～ 

 

障害者の暮らしは、報酬改定にこれまでも何度も振り回されてきま

した。私たちあいえる協会でも、たくさんのメンバーが、施設から地

域生活を実現してきました。そして、その自立生活を支えてきたのは、

各団体と行政（大阪市）と一緒に築いてきた地域の基盤ですが、この

基盤が、今回の報酬改定次第で、大きく崩れる可能性が出てきました。 

前回のコラムでもありましたが、まず生活介護が 1 時間単位の報

酬になる方向性が出ており、その参考としてデイサービスの報酬体系

があげられています。その資料では基準となる時間が「8時間以上 9

時間未満」となっており、もしそれが今の生活介護にあてはめられた

ら、大きな減算となります。なぜなら地域の生活介護は送迎も含めて

対応していることから、8時間以上はほぼ該当せず、障大連加盟団体

のアンケートでも、多くは前後に送迎があるため、「6 時間以上 7 時

間未満」です。また、短時間利用の場合は切り捨てられる可能性もあ

り、生活介護が地域の受け皿でなくなる恐れがでてきています。 

そして次にグループホームについて、全体の収支差率が上がってい

ることから、報酬単価を減額することが示されています。ただこれは、

営利目的の大規模グループホームや、入居させて食事提供程度で十分

な生活支援をしていない事業所、そういったところがたくさん参入し

て大きく収益を上げてきたことが要因となっていると考えられます。

そして個別ヘルパー利用のところは利用時間に応じてさらに減額す

るという方針も出ており、小規模で支援の厚いグループホーム、つま

りは支援がたくさん必要な障害者を支えるグループホームは大打撃

を受ける構造が示されています。 

 私たちのように、地域で重度の障害者の地域生活を充実するため、

手厚い個別支援を徹底しているところのほとんどは利益をあげてい

ないにも関わらず、こういった方針が出てしまいました。 

 グループホームの課題について本来、国が大規模グループホームに

対する処置をしていかなければならず、報酬を下げるのではなく、指

定方針を確固たるものにしてグループホームの質を確保する内容に

しなければいけません。 

 国は報酬改定の前にいろんな団体をヒヤリングしていますが、手厚

い支援が必要な障害者の実際の場を見て、それを報酬に反映させるべ

きです。私たち、地域で重度障害者を真剣に支えていこうと取り組ん

でいる団体として、今回の方向性は非常に納得のいかないものであり、

現場から国へもっと声をあげていかなければなりません。 

（文責：吉田） 

障害者のついーと  制度のア・レ・コ・レ  支援？介助？  
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お知らせコーナー 

みんなのぬくぬく～交流スペース～ 

■次回ぬくぬくスケジュール■ 
１月１７日 ２月２１日 

一番人気はミックスジュース！ 

 

 

障害者福祉の動向 

10 月 30 日…知的障害者等に特化した刑務所 

『市原青年矯正センター』開庁 

10 月 31 日…２４時間の重度訪問介護を求めた 

      ALS 患者の裁判、千葉地裁で勝訴 

11 月 29 日…2024 年度から施設入所者の 

地域生活の希望把握を義務化する方針 

11 月 29 日…厚労省、2024 年度障害報酬改定で 

処遇改善加算の一本化を検討 

12 月 12・13 日…障大連、大阪市との交渉 

★ヘルパーさん大募集★ 
 

 

 

 

 

 

 

時給：1320 円～ 

勤務地：住吉区・西成区の一部 

勤務日：週 1日～OK!※応相談！ 

連絡先：ヘルプセンター・ホップ 

住吉区殿辻２－２－２７ 野村ビル２０１号室 

TEL:０６－６６７６－2０１０ 

住吉区地域自立支援協議会 
■障がい者の暮らし何でも相談■ 

日程：１月２４日(水) １１時～１４時 住吉区役所にて 

■研修会「人権の視点から精神障がいのある人の生活支援を考える」 

日程：１月１９日(金) 13:30～15:00 ZOOM による完全オンライン開催 
 

編集人・発行人 
■編集人■ 

社会福祉法人あいえる協会 

〒558-0042 大阪市住吉区殿辻 2-2-27 野村ビル 201 号室 

ＴＥＬ：06-6676-2010 ＦＡＸ：06-6676-2011 

郵便振替口座 00960-5-137458 年間購読料 600 円（定価 100 円） 

■発行人■ 

関西障害者定期刊行物協会 

大阪市天王寺区真田山町 2-2 東興ﾋﾞﾙ 4Ｆ 

社会福祉法人あいえる協会 

法人本部 

ヘルプセンター・ホップ 

自立生活センター・まいど 

グループホーム・あいえる 

グループホームほんわか 

ウィル 

ライフ・ネットワーク 

ピア・エンジン（分所） 

 

ホップ職員の資格物語 
入社一年半で８つの資格を取得した 

職員へのインタビューをブログに掲載しました。 
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